
令和元年度事業計画 

 

[事業概要] 

シルバー人材センターは、定年退職者等、健康で働く意欲のある高年齢者がその知識と経験を 

活かし、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業機会をとおして、社会参加と

生きがいの充実を図るとともに、生活の安定及び活力ある地域社会づくりに寄与することを大きな

目的としています。 

近年、高齢化社会が進展する中、多様化する発注者及び会員ニーズに的確に対応すべくセンター

の果たす役割はますます重要になっていると認識しているところです。 

こうした観点から、令和元年度は、前年度に引き続き役職員及び会員が一丸となって事業推進に

努めてまいります。特に、多様化する発注者及び会員ニーズに的確に対応するため、新規会員の 

確保はもとより、就業機会の確保・提供を強力に図る必要があります。また、福祉・家事援助 

サービスの需要が増加傾向にあることから、女性会員の入会促進も強化する必要があります。 

さらに、効果的・効率的な事業運営を図る見地から、なお一層職員の意識改革及び、組織体制の 

整備・強化を図り、健全な事業運営に努めてまいります。 

事業内容としては、会員数、就業率、就業延人員、及び契約金額等、第三次中期事業計画の 

数値目標の達成に向けて取り組んでまいります。労働者派遣事業は、就業機会の拡大を図るため 

引き続き積極的に実施してまいります。また、市行政から受託している日常生活支援総合事業も 

引き続き取り組んでまいります。 

 また、社会活動として、交通安全街頭指導及び道路、公園等公共施設の清掃等ボランティア 

活動にも積極的に参加し、なお一層地域社会から信頼され、愛されるシルバー人材センター 

の確立を目指していく考えであります。 

「安全はすべてに優先する」を念頭に「安全就業基準不履行等会員に対する措置に関する 

要綱」（ペナルティ制度）の内容を周知徹底し、安全就業、事故防止及び健康管理の強化に 

努める考えであります。具体的には、次に掲げる基本方針、実施計画に基づき各種事業を推進 

してまいります。 

 

1．基本方針 
（１）高齢者の社会参加を促進するため、会員の拡大及び就業機会の確保・提供を図る。 

（２）労働者派遣事業を推進する。 

（３）安全・適正就業の強化を図る。 

（４）組織体制の強化及び健全かつ効率的な事業運営に努める。 

（５）高齢者の社会参加活動（公益目的事業）に努める。 

 

２．第三次中期事業計画数値目標 
会員数 ５１８人 

就業率 ８８％         

就業延人員 ３０，２８１人日 

派遣就業延人員 ２，９５８人日 

ボランティア数 ３８４人日 

受注件数 １，２７５件 

契約金額 ２２９，４４６千円 

 

 

 



３．実施計画 
（１）雇用によらない臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業機会の 

提供 

①  各数値目標を達成するため、一般家庭、事業所、官公庁等からの受託事業及び、 

独自事業により就業機会の確保・提供に努めるとともに入会促進を図る。 

 

② 就業の提供にあたっては、グループ就業やローテーション就業などを推進する。 

 

（２）雇用による臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業機会の提供 

① 有料の職業紹介事業 

 雇用による臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業を希望 

する高齢者のために有料の職業紹介事業を行う。 

数値目標  紹介件数  ３件 

 

② 労働者派遣事業 

 会員の就業機会の拡大を図るため、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に

係る就業の範囲で労働者派遣事業を実施する。 

数値目標  派遣就業延人員  ２，９５８人日 

 

（３）臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業に必要な知識及び技能を付与 

するための講習会 

① 対象：正会員・一般市民 

 

② 講習内容 

ア 剪定技能講習会を実施する。（参加者目標 ２５名・実施時期 １０月） 

イ 刈払機・チェンソー・トリマーの技能講習会を実施する。 

（参加者目標 ３０名・実施時期 １月） 

ウ 清掃作業の技能講習会を実施する。（参加者目標 ２５名・実施時期 ３月） 

 

（４）上記(1)～(3)の事業推進するための諸活動及びその他の社会参加活動を推進するための 

諸活動 

① 普及啓発 

 効果的かつ効率的な普及啓発活動を推進するため、一般市民、事業所、官公庁等への 

普及啓発、高齢者自身に対する意識啓発を行う。 

＜具体的取り組み計画＞ 

ア 市の月刊広報誌の活用。 

イ シルバーだより「とよむ」を発行（２回）し、会員、発注者、市役所、市立中央 

図書館、市立中央公民館及び関係機関等へ配付する。 

ウ シルバー事業普及啓発促進月間（１０月）事業の一環として、市役所一階ロビーで             

普及啓発パネル展を実施する。 

エ 市生涯学習フェスティバルで豆腐づくり体験コーナーを実施し、会員と市民の交流

を図る。 

オ 市民、事業者等にチラシを配布して普及活動を実施する。 

カ ホームページを活用して各種情報を発信する。 

 

 



②  安全・適正就業の推進 

会員の健康維持及び、安全・適正就業の確保を図るため、安全意識の高揚と啓発活動を

行う。 

＜具体的取り組み計画＞ 

ア 安全就業委員会を開催する。（３回） 

イ 安全・適正就業推進大会（７月）を開催する。 

ウ 役職員、安全就業推進員による安全パトロールを強化する。 

エ 県連合と合同による就業現場の安全パトロールを実施する。 

オ 生活習慣病を予防し、健康保持増進のため特定健診の受診を勧める。 

カ 毎朝就業に出発する前、全体でラジオ体操を実施し、健康管理と安全就業に対する

注意喚起を促す。 

キ 安全就業基準不履行等会員に対する措置に関する要綱(ペナルティ制度)を周知徹底

する。 

ク 交通安全講習を実施する。（参加目標者 ２５名・実施時期 ７月） 

 

③ 調査研究 

シルバー事業を発展・拡充するため、地域ニーズ等の調査を行う。 

＜具体的取り組み計画＞ 

第三次中期事業計画の各目標値等の実績及び事業実施状況等を分析して、事業の 

拡大を図る。 

 

④ 就業分野の開拓・拡大 

 地域の一般家庭、事業所、官公庁等を訪問し、高齢者に適した就業を積極的に開拓する

とともに、効率的な事業運営を推進するための活動を行う。 

＜具体的取り組み計画＞ 

ア 市の月刊広報誌（毎月）を活用して就業機会の拡大を図る。 

イ 就業機会開拓推進員（１名）による一般家庭・企業等を訪問する。 

ウ 会員による就業現場でのぼり旗の設置及び近辺にチラシを配付する。 

エ 会員、役職員による「一人一声一就業」の勧誘活動に努める。 

 

⑤ 相談・情報提供 

入会を希望する高齢者を対象に入会説明会を実施し、高齢者からの相談に対応する。 

＜具体的取り組み計画＞ 

ア 毎月（１５日）入会説明会を実施する。 

イ 入会説明会を臨機応変に実施する。 

ウ 出前入会説明会を実施する。 

 

⑥ 社会参加活動の推進 

社会参加活動（ボランティア）を実施する。 

＜具体的取り組み計画＞ 

ア 交通安全街頭指導ボランティア活動を実施する。 

イ 老人ホーム・福祉施設の慰問活動を実施する。 

ウ 市内幹線道路・公園等公共施設の清掃活動を実施する。   

エ その他行政機関が実施する行事等へ積極的に参加する。 


